
e
L
T
A
X（
エ
ル
タ
ッ
ク
ス
）と
は
？

ご
利
用
で
き
る
手
続
き

e
L
T
A
X（
エ
ル
タ
ッ
ク
ス
）に

関
す
る
詳
細
・
問
い
合
わ
せ

年
金
手
帳
は
大
切
に

年
金
手
帳
は
大
切
に

保
管
し
ま
し
ょ
う

保
管
し
ま
し
ょ
う

　

地
方
税
の
手
続
き
を
、
イ
ン

タ
ー
ネ
ッ
ト
を
利
用
し
て
電
子

的
に
行
う
シ
ス
テ
ム
の
こ
と
で
す
。

※ 

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
で
確
定
申

告
が
で
き
る
e
‐
T
a
x
と

は
異
な
り
ま
す
。

◎
法
人
町
民
税

　

 【
予
定
申
告
、
確
定
申
告
、

修
正
申
告
、
法
人
設
立
・
設

置
届
出
書
、
異
動
届
な
ど
】

◎
固
定
資
産
税（
償
却
資
産
）

　
【
償
却
資
産
申
告
、種
類
別
明
細
書
】

◎
個
人
町
県
民
税

　

 【
給
与
支
払
報
告
書
、
特
別

徴
収
に
か
か
る
給
与
所
得
者

異
動
届
出
書
、
特
別
徴
収
切

替
届
出
書
、
特
別
徴
収
義
務

者
の
所
在
地
・
名
称
変
更
届

出
書
】

※ 
個
人
の
町
県
民
税
は
申
告
で

き
ま
せ
ん
。

◎ 

e
L
T
A
X（
エ
ル
タ
ッ
ク

ス
）サ
ポ
ー
ト
デ
ス
ク

　

☎
０
５
７
０（
０
８
１
）４
５
９

　

午
前
９
時
〜
午
後
５
時

※ 

土
・
日
曜
日
、
祝
日
、
年
末

年
始
は
除
く
。

◎
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

　

h
ttp
://w
w
w
.eltax.jp

/

◆
問
い
合
わ
せ　

　

税
務
課
課
税
班

　

☎（
84
）１
２
１
２

日
本
に
住
ん
で
い
る
20
歳
か

ら
60
歳
ま
で
の
方
は
、
国
民
年

金
や
厚
生
年
金
な
ど
の
公
的
年

金
に
必
ず
加
入
す
る
こ
と
に
な

り
ま
す
。

自
営
業
の
方
や
学
生
な
ど
は
、

第
１
号
被
保
険
者（
国
民
年
金
）、

会
社
員
や
公
務
員
は
、
第
２
号

被
保
険
者（
厚
生
年
金
・
共
済

年
金
）、
第
２
号
被
保
険
者
に

扶
養
さ
れ
て
い
る
配
偶
者
は
、

国
民
年
金
の
第
３
号
被
保
険
者

に
な
り
ま
す
。

第
１
号
被
保
険
者
に
な
る
方

は
、
20
歳
の
誕
生
日
の
前
に
日

本
年
金
機
構
か
ら
加
入
の
案
内

が
送
付
さ
れ
ま
す
の
で
、
役
場

住
民
課
ま
た
は
年
金
事
務
所
で

手
続
き
を
お
願
い
し
ま
す
。

20
歳
前
に
就
職
し
て
厚
生
年

金
に
加
入
し
て
い
る
方
は
、
手

続
き
は
不
要
で
す
。
ま
た
、
第

２
号
被
保
険
者
に
扶
養
さ
れ
て

い
る
配
偶
者
は
、
配
偶
者
の
勤

務
先
を
経
由
し
て
加
入
手
続
き

を
し
て
く
だ
さ
い
。

国
民
年
金
は
、
老
後
の
生
活

保
障
だ
け
で
は
な
く
、
病
気
や

け
が
で
障
害
が
残
っ
た
と
き
に

支
給
さ
れ
る「
障
害
年
金
」や
家

計
の
支
え
手
が
亡
く
な
っ
た
と

き
に
支
給
さ
れ
る「
遺
族
年
金
」

な
ど
が
あ
り
ま
す
。

保
険
料
が
未
納
と
な
っ
て
い

る
と
、
将
来
、
年
金
が
受
給
で

き
な
か
っ
た
り
、
減
額
さ
れ
た

り
す
る
場
合
が
あ
り
ま
す
の
で
、

ご
注
意
く
だ
さ
い
。

学
生
や
収
入
が
少
な
く
納
付

が
難
し
い
方
は
、
申
請
に
よ
り

納
付
が
免
除
ま
た
は
猶
予
さ
れ

る
制
度
が
あ
り
ま
す
の
で
、
役

場
住
民
課
ま
た
は
年
金
事
務
所

へ
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

国
民
年
金
や
厚
生
年
金
に
加

入
す
る
と
年
金
手
帳
が
交
付
さ

れ
、
加
入
記
録
や
保
険
料
の
納

付
状
況
な
ど
が
、
年
金
手
帳
に

記
載
さ
れ
て
い
る
基
礎
年
金
番

号
で
管
理
さ
れ
ま
す
。

年
金
手
帳
は
、
年
金
に
関
す

る
手
続
き
に
は
必
要
と
な
り
ま

す
の
で
、
大
切
に
保
管
し
て
く

だ
さ
い
。

◆
問
い
合
わ
せ

　

千
葉
年
金
事
務
所

　

☎
０
４
３（
２
４
２
）６
３
２
０

　

佐
原
年
金
事
務
所

　

☎
０
４
７
８（
54
）１
４
４
２

　

住
民
課
国
保
年
金
班

　

☎（
84
）１
２
１
４

2020
歳
に
な
っ
た
ら
国
民
年
金

歳
に
な
っ
た
ら
国
民
年
金

e
L
T
A
X（
エ
ル
タ
ッ
ク
ス
）を
ご
利
用
く
だ
さ
い

　

町
で
は
、
e
L
T
A
X（
エ
ル
タ
ッ
ク
ス
）を
利
用
し
た
地
方
税
の

電
子
申
告
を
行
う
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　

こ
れ
に
よ
り
、
紙
で
行
っ
て
い
た
町
税
の
申
告
が
自
宅
や
税
理
士

事
務
所
等
の
パ
ソ
コ
ン
か
ら
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
利
用
し
て
手
続
き

を
行
う
こ
と
が
で
き
ま
す
。

新
成
人
の
み
な
さ
ん
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